
※
令
和
６
年
の
割
合
で
す
。

※
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
カ
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
割
合
は
年
２・4
％
で
す
。

L
I
N
E
で
納
期
限
の
お
知
ら
せ
を
発
信
中

　
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
友
だ
ち
追

加
後
に
「
受
信
設
定
」
で
通
知
を
希
望
す

る
税
目
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
が
便
利

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
め
ま
す
。

※
一
部
対
応
し
て
い
な
い
金
融
機
関
が
あ

り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

◇
納
付
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
相
談
担
当

☎（
5
8
0
）1
9
7
5

◇
口
座
振
替
に
関
す
る
こ
と

納
税
課
納
税
管
理
担
当

☎（
5
8
0
）1
8
3
2

　
今
年
の
12
月
２
日
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
と
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
新
規
発
行
が
終
了
し
、
マ
イ
ナ

保
険
証
（
健
康
保
険
証
の
利
用
登
録
を
し

た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
を
基
本
と
す

る
仕
組
み
に
移
行
し
ま
す
。
た
だ
し
、
発

行
済
み
の
保
険
証
は
、
記
載
さ
れ
て
い
る

有
効
期
限
ま
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。有
効
期
限
終
了
前
に
は
、新
し
い「
資

格
確
認
書
」
も
し
く
は
「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」
を
交
付
し
ま
す
。（
下
表
参
照
）

●
資
格
確
認
書
　
現
行
の
被
保
険
者
証
と

同
様
に
医
療
機
関
を
受
診
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
毎
年
更
新
し
ま
す
。

●
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
　
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
の
み
で
は
、
医
療
機
関

を
受
診
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

受
診
の
際
は
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
提

示
し
、
万
が
一
、
医
療
機
関
で
マ
イ

ナ
保
険
証
が
利
用
で
き
な
い
と
き

に
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
を
併
せ
て
提
示
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
70
歳
未
満
の

被
保
険
者
に
発
行
す
る
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
に
は
、
有
効
期
限
は

な
く
、
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ

た
と
き
に
更
新
さ
れ
ま
す
。
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
に
有
効
期
限
が

記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の

期
限
終
了
前
に
更
新
後
の
も
の
を

送
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
紛
失
・
更
新

中
の
人
や
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診

が
困
難
な
人
な
ど
に
は
、
市
役
所
窓

口
で
「
資
格
確
認
書
」
の
発
行
手
続

き
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
を

解
除
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
解
除
し
た

い
場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
民
健
康
保
険
の
人

国
保
年
金
課
国
保
年
金
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
６

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
人

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

※
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
以
外
の
人
は
、
保
険
証
に
記
載
の

発
行
元
（
保
険
者
）
に
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

12月２日以降の変更点 ※現在発行済の被保険者証は有効期限まで使用可能です。

「資格確認書」
令和７年７月31日までの間に、券面情報変更（住
所変更・氏変更・負担割合変更等）や再発行の
場合は、マイナ保険証の保有の有無にかかわら
ず「資格確認書」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」は、発行しません。

「資格情報のお知らせ」
※70歳から74歳の人や外国人は、有
効期限があります。それ以外の人
は、有効期限はありません。

「資格確認書」
令和７年７月31日までの間に、券面情報変更（住
所変更・氏変更・負担割合変更等）や再発行の
場合は、マイナ保険証の保有の有無にかかわら
ず「資格確認書」を交付します。
※「資格情報のお知らせ」は、発行しません。

「資格確認書」
※有効期限は、原則令和７年７月31
日です。（毎年更新し、送付します。）

（69歳の人や74歳の人などは、この
有効期限より短い場合があります。）

手続きが必要です。
手続きをすることで、資格確認書に記載されます。

※75歳到達者には、マイナ保険証の保有の有無に
かかわらず、「資格確認書」を誕生月の前月に送
付します。
※資格確認書の有効期限は、令和７年７月31日です。

手続きが必要です。
限度額適用認定証／限度額適用・標
準負担額減額認定証を発行します。

限度額適用認定証／
限度額適用・標準負
担額減額認定証

限度額適用認定証／
限度額適用・標準負
担額減額認定証

マイナ保険証で確認できるため、手続き不要です。

変更前の
証の種類

被保険者証

被保険者証

後期高齢者医療保険国民健康保険

変更後の証の種類

マイナ保険証を
持っている人
利用登録を
している人

マイナ保険証を
持っていない人
利用登録をして
いない人、電子
証明書の有効期
限が切れている
人など

12
月
２
日
か
ら

健
康
保
険
証
の
新
規
発
行
を
終
了
し
ま
す

　
１
月
１
日
時
点
で
市
内
に
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
事
業
主
は
、
固
定
資
産
税

（
償
却
資
産
）
の
申
告
が
必
要
で
す
。

　
申
告
書
は
12
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

新
規
開
業
な
ど
で
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
新
規
で
申
告

す
る
人
の
み
に
「
申
告
の
手
引
」
を
同
封

し
て
い
ま
す
。

※
新
規
以
外
で
「
申
告
の
手
引
」
が
必
要

な
人
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

　
償
却
資
産
の
課
税
標
準
額
が
少
額
の
人

に
は
、
申
告
書
を
送
付
せ
ず
、
申
告
案
内

の
ハ
ガ
キ
を
送
付
し
て
い
ま
す
。
資
産
の

増
減
や
事
業
の
廃
止
、
住
所
氏
名
の
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　
償
却
資
産
の
申
告
に
つ
い
て
は
、「
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）」（
地
方
税
ポ
ー

タ
ル
シ
ス
テ
ム
）を
利
用
し
た
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
申
告
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
電
子
申
告
の
利
用
開
始
に
は
、ｅ

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
利
用
届
け

出（
電
子
申
告
の
申
し
込
み
）が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
主
な
償
却
資
産

◇
構
築
物
　
駐
車
場
の
舗
装
・
屋
上
看

板
な
ど
の
広
告
設
備
・
門
・
塀
・
緑

化
施
設
　
な
ど

◇
機
械
お
よ
び
装
置
　
工
作
機
械
・
印

刷
機
械
な
ど
の
各
種
産
業
用
機
械
・

駐
車
場
機
械
装
置
　
な
ど

※
太
陽
光
発
電
設
備
は
償
却
資
産
に
該

当
し
、
住
宅
用
で
は
受
給
最
大
電
力

が
10 

kw
以
上
の
場
合
、
課
税
対
象

と
な
り
ま
す
（
建
材
型
ソ
ー
ラ
ー
パ

ネ
ル
を
除
く
）。

◇
車
両
お
よ
び
運
搬
具
　
大
型
特
殊
自

動
車
（
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の

対
象
に
な
る
乗
用
車
・
ト
ラ
ッ
ク
な

ど
は
除
く
）

◇
工
具
・
器
具
お
よ
び
備
品
　
事
務
机
・

事
務
椅
子
・
陳
列
ケ
ー
ス
・
テ
レ
ビ
・

パ
ソ
コ
ン
・
プ
リ
ン
タ
ー
・
ル
ー
ム
エ

ア
コ
ン
・
金
庫
・
ゲ
ー
ム
機
器
　
な
ど

●
申
告
期
限
　
１
月
31
日
㈮

●
問
い
合
わ
せ
先
　

◇
償
却
資
産
に
つ
い
て

市
税
課
固
定
資
産
税
担
当

　
　
　
　
☎（
５
８
０
）１
８
２
９

事
業
主
の
皆
さ
ん

償
却
資
産
の
申
告
を

◇
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
に
つ
い
て

地
方
税
共
同
機
構

☎（
０
５
７
０
）０
８
１
４
５
９

☎
０
３（
５
５
２
１
）０
０
１
９

※
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

月
〜
金
曜
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

12
月
29
日
〜
１
月
３
日
を
除
く
）

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
時
点

の
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。
固
定
資
産
税
の
適
切
な
課
税

の
た
め
、
次
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

◆
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た

◆
家
屋
を
取
り
壊
し
た

※
12
月
末
ま
で
に
法
務
局
で
登
記
手
続
き

を
し
た
場
合
は
、
届
け
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

●
届
出
期
限
　
12
月
20
日
㈮

●
問
い
合
わ
せ
先
　

市
税
課
固
定
資
産
税
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
２
９

市
内
に
固
定
資
産
を

持
っ
て
い
る
人
へ

12
月
25
日
㈬
が

納
期
限
で
す

◇
固
定
資
産
税
（
第
４
期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
７
期
）

◇
介
護
保
険
料
（
第
７
期
）

◇
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
６
期
）

年
 ８．７％

延
滞
金
は 
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